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提案書 13：人的な能力、執行体制  

イ．県、県出先事務所、指定管理者本部・現地との連絡体制 

公園管理運営業務における報告・連絡・相談は本部と現地（公園）が一体となり県

都市公園課及び横浜川崎治水事務所と協議して実施します。今後も充実した連絡体制

で取り組みます。

■連絡体制 

現地職員の配置計画（組織図、勤務ローテーション)等については、以下に示す通り
です。

■組織図 

■勤務ローテーション表 
















